
広報もりおか ７. 12. １ ５

　市には、一般行政職や技能労務職、保健師、
看護師、保育士など、さまざまな仕事に従事する
職員がいます。これら職員の人数や任免、給与、
勤務条件などをお知らせします。

■採用・退職人数
区分 人数

採用
令和６年４月１日付け 118人
令和６年４月２日～
７年３月31日付け ７人

退職 158人
※参考　令和７年４月１日付け採用：151人

■職種別人員構成
　（令和７年４月１日現在）

区分 人数
一般行政職一般行政職 1200人

企業職企業職 446人
技能労務職 227人

税務職 131人
福祉職 67人
医療職 107人
教育職 71人

計 2249人

　　効率的な行政活動のため、事務事業や組織機構の見直し、
業務委託などを進め、適正な定員管理に努めています。

■職員給与の状況
職員数 ⒜ 1748人
給与費 ⒝ 118億770万円

内
訳

給料 71億7725万9000円
職員手当 13億6838万2000円
期末・勤勉手当 32億6205万9000円

１人当たりの給与費 ⒝/⒜ 675万4977円
※職員手当には退職手当を含まず

■平均給料月額と平均年齢
　（一般行政職・令和７年４月1日現在）

平均給料月額 31万8001円
平均年齢 41.0歳

■人件費の状況
歳出総額⒜ 人件費⒝ 人件費率

⒝/⒜
1328億8563万円 174億9689万円 13.2㌫

■初任給と経験年数・学歴別平均給料月額
　（一般行政職・令和７年４月1日現在）

区分 大学卒 高校卒
初任給 22万7300円 19万5800円

経験年数10年 27万9080円 24万9400円
　　　　20年 35万6896円 32万8250円
　　　　25年   38万3744円 37万800円
　　　　30年 40万2173円 39万5300円

■ラスパイレス指数の推移
　（一般行政職・各年とも４月１日現在）
　給料の水準を示す「ラスパイレス指数」は、
国家公務員の給料総額を基準（100）として、
市職員と国の職員構成が同じと仮定した場合
の給料総額の比率を表します。

区分 令和３年 ４年 ５年 ６年
指数 99.0 98.5 98.4 98.4

■特別職の報酬など（令和７年４月1日現在）
区分 報酬など月額 期末手当
市長 113万8000円

６年度支給割合
＜６月期＞1.7カ月分
＜12月期＞1.75カ月分

計3.45カ月分

副市長 88万2000円
議長 71万1000円

副議長 64万5000円
議員 61万7000円

■時間外勤務手当の状況
年
度 支給総額 1人当たり

支給年額 年平均時間
５ ５億6607万1217円 34万9211円 137.8時間
６ ５億7950万4158円 35万7277円 140.2時間
※企業職分を除く

■扶養手当などの状況（令和７年４月1日現在）
区分 内容

扶養
手当

他に生計のみちがなく、主として職員の扶養
を受ける親族などがいる職員に支給
＜配偶者＞
月額3000円※部長級職員は支給なし
＜父母など＞
月額6500円※部長級職員は月額3500円
＜子＞
月額１万1500円※年齢などによる加算あり

住居
手当

月額１万2000円を超える家賃を支払う職員
に支給（限度額２万7000円）

通勤
手当

片道２㌔以上の通勤距離で、バスなどの交
通機関や、自動車などの交通用具を使う職
員に支給

■期末・勤勉手当の支給割合
６月 2.30カ月分 12月 2.30カ月分

■退職手当の状況

支給総額 1人当たり支給額
（定年・勧奨）

12億4377万2734円 2150万896円
※特別職と企業職分を除く

　職員給料の昇給区分は、前年度の勤務成績に応じ、毎
年４月に決まります。給料とは別に支給する手当には、扶
養手当や住居手当、通勤手当のほか、民間企業の「ボーナ
ス」に当たる期末・勤勉手当などがあります。

【表の見方】
特に説明が無いものは令和６年度の状況
企業職：上下水道局と市立病院の職員

■健康診断の実施状況

区分 定期
健康診断

特殊
健康診断

特別
健康診断 計

実施回数 ６回 ３回 33回 42回
延べ

受診者数 2216人 263人 6964人 9443人

定期健康診断：胸部・循環器系
特殊健康診断：塩素・深夜業務従事職員健診
特別健康診断：胃部、乳がん検診など

■公務災害・通勤災害の認定状況
公務災害 通勤災害 計

16人 ５人 21人

区分 一般研修 派遣研修 特別研修 計
実施回数 16回 73回 23回 112回

延べ
受講者数 838人 133人 1829人 2800人

一般研修：新採用研修など
派遣研修：自治大学校など
特別研修：交通安全講習会など

分限処分 休職 降任 免職 ― 計
42人 ０人 ０人 ― 42人

懲戒処分 戒告 減給 停職 免職 計
０人 ０人 １人 ０人 １人

■福祉と利益の保護
　市は、地方公務員法第42条に基づき、市
職員互助会（令和７年４月１日現在の会員数
1999人）や市上下水道局職員互助会（同203
人）で、保健事業など各種の福利厚生事業を
行っています。また、県内の市町村職員を会員
とする県市町村職員健康福利機構に加入して
います。

■退職者の営利企業などへの再就職の状況
対象 退職者 うち再就職者

課長級以上 ８人 ６人
市立高校および
市立学校の校長 17人 16人

■職員数の推移（各年度とも４月１日現在）
区分 令和６年度 ７年度

職員数 2254人 2249人

分限処分：病気などのために職務を十分に果たせな
い場合など、公務の能率を維持するために行う処分
懲戒処分：法令違反などがあった場合などに、規律
と秩序を維持するために行う処分
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区分 男性 女性 計
介護休暇 ０人 ３人 ３人
育児休業 35人 64人 99人
部分休業 ２人 26人 28人

年次有給休暇 令和６年１月１日～12月31
日の平均取得日数14.4日

部分休業：子の養育のための勤務時間の一部休業
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